
３ 中小企業賃上げ・生産性向上サポート補助金（業務改善助成金上乗せ）
申請手続フロー

申請者 ⻑野県

提出

交付決定・額の確定通知

「交付申請書兼実績報告書」
の作成（様式第１号）

「交付申請書兼実績
報告書」の審査

※交付申請から決定まで約
２週間程度の審査期間
を要します。

返還金の支払い

返還金の請求
（返還が生じる場合） （審査の結果、

返還が生じる場合）

補助金支払い

提出「請求書」の作成
（様式第６号）

補助金の受領

「請求書」の審査
（原則20日以内）

国助成金支給決定通知 補助対象となる
各種宣言の実施(必須要件)

各種認証等の取得(選択要件)

県補助金の交付申請までに

⻑野労働局

業務改善助成金の
支給決定

【人材育成に追加で取り組む場合 （同時申請可）】
「１賃上げ環境整備促進補助金申請手続フロー」へ
※「交付申請書」「事業計画書」は様式第２号、
第２号の２・３を作成してください。


